
 
 

 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（例）月額 210,000 円、年間の労働日 252 日（年間休日 113 日）の従業員が、20 日欠勤したとき 

この場合、まず年間の労働日を 12 で割り、1 か月あたりの平均所定労働日数を求めます。 

252 日÷12＝21 日 

これを計算式に当てはめると、 

210,000 円÷21 日×20 日＝200,000 円 こちらが欠勤控除額となり、支給額は 10,000 円です。 
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ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、欠勤をした場合に、その日数に応じた賃金を控除すること（＝欠勤控除）

が認められています。しかしこの欠勤控除について、法律上、明確な計算方法は定められていません。 

今回は、月給者の欠勤控除を例に、計算方法やメリット・デメリットについてご紹介いたします。 

 1 か月あたりの平均所定労働日数で割る 

欠勤控除額＝対象給与月額÷1 か月あたりの平均所定労働日数×欠勤日数 

 
●あらかじめ定めた日数を基準として、控除と支給を切り替える方法 

基準をα日（10 日、15 日等）と定めたとき、欠勤日数がα日以下の場合は方法①で欠勤控除を計算し、 

α日を超える場合は支給額を計算することで、控除のしすぎを防ぎます。 

支給額＝対象給与月額÷賃金計算期間の所定労働日数×出勤日数 

 基準は 10 日、月額 210,000 円、その月の労働日 21 日のうち、6 日のみ出勤（10 日を超える欠勤）の場合 

 210,000 円÷21 日×6 日＝60,000 円 欠勤控除するのではなく、この金額を支給します。 

※「割増賃金」や「最低賃金」は、労働基準法で定められた方法にしたがって計算する必要があります。ご注意ください。 

 
 

●12/2 以降、水色の健康保険証は使用できなくなります 
 昨年 12 月 1 日まで協会けんぽより発行されていた水色の健康保険証は、今年の 12 月 1 日に有効期限を迎えます。

12 月 2 日以降は、マイナ保険証または黄色い資格確認書のいずれかをご使用ください。 

なお、お手元の健康保険証は 12 月 2 日以降返却不要となり、ご自身で破棄していただけます。 

※黄色い資格確認書については、退職や扶養削除の際、引き続き要返却となります。 

●被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認について 
 10 月下旬から 11 月中旬にかけて、「被扶養者状況リスト」による被扶養者資格の再確認を実施しております。 

年収額や仕送り額等の確認が必要となる場合がございます。ご協力をお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例）月額 210,000 円、賃金計算期間（1 か月）の労働日 20 日の従業員が、15 日欠勤したとき 

この場合、そのままの数字を計算式に当てはめることで、欠勤控除額の計算ができます。 

⮕210,000 円÷20 日×15 日＝157,500 円 こちらが欠勤控除額となり、支給額は 52,500 円です。 

 

 

≪筆者：海津≫ 

◆欠勤控除の取り扱いは、就業規則や賃金規程等でしっかりと規定しておくことが必要です。 

 賃金計算期間ごとの所定労働日数で割る 

 

欠勤控除額＝対象給与月額÷賃金計算期間の所定労働日数×欠勤日数 

 
●年間で最も所定労働日数の多い月の所定労働日数で割る方法 

欠勤控除額＝対象給与月額÷年間で最も所定労働日数の多い月の所定労働日数×欠勤日数 

 この方法では、毎月同じ日数で割ることにより、賃金計算期間ごとの控除額の差をなくすことができます。 

 ただし、所定労働日数の少ない期間で全労働日を欠勤した場合、控除しきれない額が発生します。 


